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２ 道内におけるＳＡＲＳに関する相談・届出窓口

【相談・届出は次の窓口へ】

保 健 所 名 電 話 番 号 保 健 所 名 電 話 番 号

渡 島 保 健 所 0138-47-9000 札幌市保健所 011-622-5151

江 差 保 健 所 01395-2-1053 旭川市保健所 0166-26-1111

八 雲 保 健 所 01376-3-2168 小樽市保健所 0134-22-3117

江 別 保 健 所 011-383-2111 市立函館保健所 0138-32-1539

千 歳 保 健 所 0123-23-3175

北海道保健福祉部
倶知安保健所 0136-22-1111 011-231-4111

健 康 安 全 局

岩 内 保 健 所 0135-62-1537

岩見沢保健所 0126-23-2231

滝 川 保 健 所 0125-24-6201

深 川 保 健 所 0164-22-1421

室 蘭 保 健 所 0143-22-9131

苫小牧保健所 0144-34-4168

浦 河 保 健 所 01462-2-3071

静 内 保 健 所 01464-2-0251

上 川 保 健 所 0166-46-5111

名 寄 保 健 所 01654-3-3121

富良野保健所 0167-23-3161

留 萌 保 健 所 0164-42-1511

稚 内 保 健 所 0162-33-2510

北 見 保 健 所 0157-24-4171

網 走 保 健 所 0152-44-7171

紋 別 保 健 所 01582-3-3108

帯 広 保 健 所 0155-24-3111

釧 路 保 健 所 0154-22-1233

根 室 保 健 所 01532-3-5161

中標津保健所 01537-2-2168
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３ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
及び検疫法の一部を改正する法律」の概要

Ⅰ．感染症法の改正内容

１．緊急時における感染症対策の強化

（１）感染症の発生状況等の調査に関する国の事務の追加（第１５条関係）

厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、自ら感染症の発生状況等の調査を行うことができる。

（２）緊急時における感染症の予防等に関する計画の策定（第９条、第１０条関係）

厚生労働大臣の定める基本指針及び都道府県の定める予防計画の中に、緊急時における感染症の予防等の計画の

策定に関する事項を追加した。

（３）関係行政機関に対する指示権限の創設（第６３条の２関係）

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、この法

律の規定により都道府県知事等が行うこととされている事務に関し、必要な指示をすることができる。

２．動物由来感染症対策の強化

（１）動物の輸入に係る届出制度の創設（第５６条の２関係）

感染症を感染させるおそれがある動物及びその死体を輸入する者は、輸出国における検査の結果、感染症にかか

っていない旨の証明書を添付するとともに、種類、数量、輸入の時期等を届け出なければならない。

（２）感染症を感染させる動物等の調査（第１５条関係）

感染症の発生状況等の調査において、感染症を感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者等に対し質問

・調査することができることを明確化した。

（３）獣医師等の責務規定の創設（第５条の２関係）

獣医師、獣医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めなければならない。

また、動物等取扱業者は、動物の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

３．感染症法の対象疾病及び疾病分類の見直し等

（１）感染症の類型の見直し等（第６条関係）

① 一類感染症に「重症急性呼吸器症候群」及び「痘そう｣(天然痘)を追加した。

② 四類感染症のうち鳥インフルエンザ等について、媒介動物の輸入規制、消毒、ねずみ等の駆除等の措置を講ず

ることができるようにするため、四類感染症の類型を見直した。

（２）都道府県等による迅速な措置（第２７条、第２８条、第２９条関係）

都道府県知事等は、市町村に指示するだけでなく、消毒及びねずみ等の駆除の措置を自ら行うことができる。

（３）地方公共団体における調査体制の強化・連携（第１５条関係）

都道府県等は、感染症の発生状況等の調査を行うため、他の都道府県等に対し、検査研究機関の職員の派遣等の

協力を求めることができる。

４．検疫との連携（第１５条の２関係）

都道府県知事等は、検疫法に基づき、検疫所長から検疫感染症に感染したおそれのある者であって健康状態に異状

が生じたものに係る通知を受けたときは、当該者に対し必要な質問又は調査を行うことができる。

５．罰則

２（１）及び４に係る罰則を整備した。
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Ⅱ．検疫法の改正内容

１．検疫感染症に感染したおそれのある者に対する入国後の健康状態の確認等（第１８条関係）

① 検疫所長は、検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、旅券の提示を求め、入国後の居所、連絡先、

氏名及び旅程等の報告を求めるとともに、一定の期間、健康状態の報告を求め、質問を行うことができる。

② 検疫所長は、①の結果、健康状態に異状が生じた者を確認したときは、保健所その他の医療機関の診察を受ける

べき旨その他必要な事項を指示するとともに、当該指示した旨を当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事等

に通知しなければならない。

２．新感染症についての医師の診察（第３４条の２関係）

厚生労働大臣は、外国に新感染症が発生した場合、当該新感染症の発生を予防し、まん延を防止するため緊急の必

要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかっていると疑われる者に対する診察を行うことを行わせ

ることができる。

３．病原体の検査が必要な感染症の検疫感染症への追加（第２条関係）

国内への病原体の侵入を防止するため、医師による診察及び病原体の有無の検査が必要な感染症（デング熱、マラ

リア等）を検疫の対象となる感染症に機動的に追加することができるよう、検疫感染症の規定方法を見直した。

４．新四類感染症に係る応急措置等（第２４条、第２６条の３関係）

感染症法の四類感染症の類型の見直しに伴い、

① 新四類感染症の患者等を発見した場合の診察・消毒等の応急措置

② 新四類感染症の病原体保有者を発見した場合の都道府県知事等への通知

の規定を整備した。

５．罰則

１及び２に係る罰則を整備した。

Ⅲ．施行期日

公布の日から起算して２０日を経過した日（平成１５年１１月５日）。ただし、動物の輸入に係る届出制度の創設は、

公布の日から２年以内で政令で定める日。
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４ 感染症法における対象疾病の分類

１ 類 エ ボ ラ 出 血 熱 、ク リ ミ ア ・ コ ン ゴ 出 血 熱 、ペ ス ト 、マ ー ル ブ ル グ 病 、

ラ ッ サ 熱

追 加 ・ ・ ・ Ｓ Ａ Ｒ Ｓ 、 天 然 痘

２ 類 急 性 灰 白 髄 炎 、 コ レ ラ 、 細 菌 性 赤 痢 、 ジ フ テ リ ア 、 腸 チ フ ス 、 パ ラ

チ フ ス

３ 類 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 感 染 症

４ 類 ウ エ ス ト ナ イ ル 熱 （ ウ エ ス ト ナ イ ル 脳 炎 を 含 む ）、 エ キ ノ コ ッ ク ス

症 、黄 熱 、オ ウ ム 病 、回 帰 熱 、Ｑ 熱 、 狂 犬 病 、 コ ク シ ジ オ イ デ ス 症 、

腎 症 候 性 出 血 熱 、 炭 疽 、 ツ ツ ガ ム シ 病 、 デ ン グ 熱 、 日 本 紅 斑 熱 、 日

本 脳 炎 、 ハ ン タ ウ イ ル ス 肺 症 候 群 、 Ｂ ウ イ ル ス 病 、 ブ ル セ ラ 症 、 発

疹 チ フ ス 、 マ ラ リ ア 、 ラ イ ム 病 、 レ ジ オ ネ ラ 症

追 加 ・ ・ ・ 急 性 Ａ 型 ウ イ ル ス 肝 炎 、 急 性 Ｅ 型 ウ イ ル ス 肝 炎 、 高 病 原

性 ト リ 型 イ ン フ ル エ ン ザ 、 サ ル 痘 、 ニ パ ウ イ ル ス 感 染 症 、 野 兎 病 、

リ ッ サ ウ イ ル ス 感 染 症 、 レ プ ト ス ピ ラ 症

変 更 ・ ・ ・ ボ ツ リ ヌ ス 症（「 乳 児 ボ ツ リ ヌ ス 症（ ４ 類 全 数 ）」を 変 更 ）

５ 類 （ 全 数 ） ア メ ー バ 赤 痢 、 急 性 ウ イ ル ス 肝 炎 （ Ａ 型 及 び Ｅ 型 を 除 く ）、

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 症 、 ク ロ イ ツ フ ェ ル ト ・ ヤ コ ブ 病 、 劇 症 型 溶

血 性 レ ン サ 球 菌 感 染 症 、 後 天 性 免 疫 不 全 症 候 群 、 ジ ア ル ジ ア 症 、 髄

膜 炎 菌 性 髄 膜 炎 、 先 天 性 風 疹 症 候 群 、 梅 毒 、 破 傷 風 、 バ ン コ マ イ シ

ン 耐 性 腸 球 菌 感 染 症

（ 定 点 ） 咽 頭 結 膜 熱 、 イ ン フ ル エ ン ザ 、 Ａ 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭

炎 、 感 染 性 胃 腸 炎 、 急 性 出 血 性 結 膜 炎 、 ク ラ ミ ジ ア 肺 炎 （ オ ウ ム 病

を 除 く ）、 細 菌 性 髄 膜 炎 、 水 痘 、 性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症 、 性 器 ヘ ル

ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症 、 成 人 麻 疹 、 手 足 口 病 、 伝 染 性 紅 斑 、 突 発 性 発

疹 、 百 日 咳 、 風 疹 、 ペ ニ シ リ ン 耐 性 肺 炎 球 菌 感 染 症 、 ヘ ル パ ン ギ ー

ナ 、 マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 、 麻 疹 （ 成 人 麻 疹 を 除 く ）、 無 菌 性 髄 膜 炎 、

メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 感 染 症 、 薬 剤 耐 性 緑 膿 菌 感 染 症 、 流

行 性 角 結 膜 炎 、 流 行 性 耳 下 腺 炎 、 淋 菌 感 染 症

追 加 ・ ・ ・ バ ン コ マ イ シ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 感 染 症 （ 全 数 ）、 Ｒ

Ｓ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 定 点 ）

変 更 ・ ・ ・ 尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ （ 定 点 ）（「 尖 形 コ ン ジ ロ ー ム 」 か ら 変

更 ）、 急 性 脳 炎 （ 定 点 把 握 か ら 全 数 把 握 に 変 更 ）

（注） 旧４類感染症は、感染症法の改正により、媒介動物の輸入規制、消毒、ねずみ等の駆除、物件に

係る措置を講ずることができる４類感染症と、従来どおり発生動向調査のみを行う５類感染症に分

類された。
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５ 感染症法における疾病分類別の主な措置

一 類 二 類 三 類 四 類 五 類 指 定
主 な 措 置

感染症 感染症 感染症 感染症 感染症 感染症

疾病名の規定方法 法 律 法 律 法 律 政 令 省 令 政 令

疑似症患者への適用 ○ ○ × × × ○

８条

無症状病原体保有者への適用 ○ × × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○
12,14条 医師の届け出

(直ちに) (直ちに) (直ちに) (直ちに) (７日以内） (直ちに)

13条 獣医師の届け出 ○ ○ ○ ○ × ○

15条 積極的疫学調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17条 健康診断 ○ ○ ○ × × ○

18条 就業制限 ○ ○ ○ × × ○

19条 入院の勧告・措置 ○ ○ × × × ○

21条 移送 ○ ○ × × × ○

27条 汚染された場所の消毒 ○ ○ ○ ○ × ○

28条 ねずみ族、昆虫等の駆除 ○ ○ ○ ○ × ○

汚染された物件に係る措置
29条 ○ ○ ○ ○ × ○

(移動制限、禁止消毒、廃棄)

30条 死体の移動制限 ○ ○ ○ × × ○

31条 生活用水の使用制限等 ○ ○ ○ × × ○

32条 建物の立入制限・封鎖 ○ × × × × ○

33条 交通制限 ○ × × × × ×

54,55条 動物の輸入禁止、輸入検疫 ○ ○ ○ ○ × ○

※１ ＳＡＲＳは、平成１５年７月１４日付けで指定感染症に指定され、その後、平成１５年１１月５日付けで

一類感染症に改正された。

※２ 一類感染症、二類感染症、三類感染症の取扱いについては、法改正後もこれまでと変わらない。
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６ 検疫所から帰国時・入国時に渡される文書等
（平成１５年１１月５日改正）

【検疫所文書 １】

厚生労働省・検疫所

健 康 状 態 質 問 票

氏名

性別 □男 □女 年齢 パスポート番号

職業

到着月日 便名 座席番号

今回旅行された滞在国名（過去１０日）

日本及び本国での住所、連絡先

日本：

電話番号： - -

本国：

電話番号： - -

○あなたの健康状態について、記入してください

発熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

せき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

呼吸困難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

解熱剤の使用の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

その他の症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

○ＳＡＲＳの疑いのある人との到着前１０日以内の接触状況について、記入してください

①ＳＡＲＳの疑いがある患者を治療している医療機関で

働いていたことがありますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ □あり □なし

②同居の家族等でＳＡＲＳの疑いで入院した人がいますか。 ・・・・・・・・ □あり □なし

③その他、ＳＡＲＳの疑いで入院した患者を見舞うなどで接触したことがありますか。

・・・・・・・・ □あり □なし

上記のとおり申告いたします。 年 月 日

署名

この質問票は検疫法第12条に基づく検疫手続を簡略化するためのものですから、正確に記入して下

さい。

質問に答えなかった方又は虚偽の申告をした方は、検疫法第36条第3号の規定により懲役又は罰金に

処されることがあります。
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【検疫所文書 ２】

ＳＡＲＳの地域内伝播があった地域に滞在された入国者の方へ

１．ＳＡＲＳの潜伏期間は１０日間といわれています。

この間は、念のため、以下のような対応をしてください。

（１）入国後１０日間は朝夕の体温測定を実施し、各人の健康状態を確認してください。

（２）下記の症状が一つでもでたら、保健所に相談するか、感染地域からの帰国であることをあら

かじめ電話等で告げてから医師の診察を受けてください。その際は、マスクを着用してくださ

い。

・発熱 ・せき ・呼吸困難

２．家族等であなたが接触（特に症状が発生して以後）した人に上記の症状が発生したら、ＳＡＲ

Ｓに感染しているおそれがある旨を、事前に最寄りの保健所又は医療機関に電話で連絡し、その

指示に従って下さい。

厚生労働省・検疫所
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【検疫所文書 ３】

太枠内を記入して下さい。

氏名：

年齢： 性別：□男 □女 国籍：

職業：

ＳＡＲＳ患者と接触した又は接触した可能性がある場所（病院名等）：

（病院名等） （国名）

日本国内における連絡先（旅行の場合は下段に日程等を記入）：

（住所）

（電話番号）

滞在期間 連 絡 先

※ 月 日 宿 泊 先：

～

住 所：

旅 月 日 電話番号：

※ 月 日 宿 泊 先：

行

～

住 所：

月 日 電話番号：

日 ※ 月 日 宿 泊 先：

～

住 所：

程 月 日 電話番号：

日本出国予定日： 年 月 日 空港： 便名：

等 ツアーの場合旅行代理店名等を記入し、日程表がある場合はその写しを添付して下さい

代理店名等：

代理店住所：

電話番号：

担当者名：

※本日から１２日間以内の連絡先を記入してください。

この質問は、検疫法第１８条第２項に規定するものですから、正確に記入して下さい。

なお、検疫所に報告いただいた情報については、個人情報の保護のため厳重に管理します。

また、質問に答えなかった方又は虚偽の申告をした方は、検疫法第３６条第７号の規定により懲役

又は罰金に処されることがあります。

検疫所記入欄

健康診断の状況

・発 熱 《 有 ・ 無 》 (健康診断時の体温 ℃）

・咳、呼吸困難感等の呼吸器症状 《 有 ・ 無 》

診察年月日： 年 月 日 担当医名：

検疫所名： 整理番号：
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【検疫所文書 ４】

日 本 に 滞 在 さ れ る 方 へ

○ 本日から以下に定める期間中、は次の項目に従ってください。

・下記の期間中は、毎日２回（朝、夕）体温測定を行ってください。

・体温測定の結果を下記の連絡先へ報告してください。

報告の際には、あなたの名前、整理番号も必ず連絡してください。

・期間中、発熱又は咳、呼吸困難などの呼吸器症状があらわれた場合は直ちに下

記の連絡先へ電話し、検疫所担当官の指示に従ってください。

・この期間の最終日よりも前に出国される場合には、出国時に下記の連絡先へ電

話し、出国される旨を連絡してください。

○ あなたの整理番号

○ 検疫所への報告が必要な期間 月 日まで

連絡先

厚生労働省○○検疫所検疫課

住 所 ○○○県○○○市○○町１－２－２

電 話 ○○○－○○○－○○○○ 朝の報告（ 時～ 時）

夕の報告（ 時～ 時）

発熱等の症状が出た際の、緊急連絡先（上記時間帯以外）

０９０－○○○○－○○○○

注１）この報告は、検疫法第１８条第２項に規定するものですから、正確に報告して

下さい。

報告しなかった方又は虚偽の報告をした方は、検疫法第３６条第７号の規定によ

り懲役又は罰金に処されることがあります。

注２）発熱、咳、呼吸困難などの症状が現れた場合には、保健所などの行政機関が、

健康診断の受診や入院をお願いする場合がありますが、この場合には、医療費の

自己負担は原則としてありません。
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【検疫所文書 ５】

年 月 日 時 分

殿

（都道府県知事）

検疫所長

検疫法第１８条第３項の規定に基づき、次のとおり通知します。

氏名：

年齢： 性別： 国籍：

職業：

ＳＡＲＳ患者と接触した又は接触した可能性がある場所及び国名：

（病院名等） （国名）

日本国内における連絡先（旅行の場合は下段に日程等を記入）：

（住所）

（電話番号）

滞在期間 連 絡 先

月 日 宿 泊 先：

～

住 所：

旅 月 日 電話番号：

月 日 宿 泊 先：

行

～

住 所：

月 日 電話番号：

日 月 日 宿 泊 先：

～

住 所：

程 月 日 電話番号：

日本出国予定日： 年 月 日 空港： 便名：

等

その他（ツアーの場合旅行代理店名等を記入）

入国時の健康状況： （入国年月日 年 月 日）

・体 温 ℃ ・咳、呼吸困難感等の呼吸器症状 《 有 ・ 無 》

・その他

入国後の健康状況：

・体 温

・その他

当該者に指示した事項、感染症のまん延防止・医療に必要な事項等：


